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 適 時 開 示 体 制 の 概 要（模式図） 

 

 

会 社 名 モ リ 工 業 株 式 会 社 

(コード番号 ５４６４ 東証第１部) 

 

 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

 

記 
 

当社における会社情報の適時開示に係る社内体制は、代表取締役より任命される情報取扱責任者のもとで、

管理部を事務局として運営しております。 

管理部においては、主として「発生事実」または「決定事実」に関する情報を管理し、経理部においては、

主として「決算情報」を管理しております。両部は、連携して情報の事実確認、開示基準等との照合等を行い、

その結果を情報取扱責任者に報告することとしております。 

情報取扱責任者は、会社情報の開示が必要と判断した場合には代表取締役に報告するとともに、事務局に

当該情報の開示を指示し、事務局はその開示を指揮することとしております。 

以上を図示すると次のようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以  上 

代表取締役 
（社長） 

情報取扱責任者 
（管理部門担当役員） 

経理部 
（情報管理者） 

管理部 
（情報管理者）

事務局 
（管理部） 
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決算情報 発生事実 決定事実 その他  
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